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安全衛生協力会からのお願い

１．熱中症対策として
1)十分な休憩が取れるように作業計画をたてる

こと

注意事項

＊こまめな休憩、水分・塩分の補給、声掛けを

行うこと

＊作業責任者は作業中及び休憩時に作業者全員の

健康確認を行うこと



安全衛生協力会からのお願い

１．熱中症対策として
2) 熱中症対策用品を積極的に活用し、作業に適し

た服装と保護具を使用すること

注意事項

＊汗取り用タオルの端は、しっかりと作業着の

中へ入れること

＊ヘルメット内にヘルインナーを着用する場合は、

ヘルメットがずれないように深くかぶりあご紐

は指1本が通る程度にしめること



安全衛生協力会からのお願い

空調服 冷却ヘルインナー



色々種類の物がありますが、ヘルメットの
機能を維持出来るものを選択してください



安全衛生協力会からのお願い

１．熱中症対策として
３) 高所作業では地上より高温になりやすいので特に

  注意すること



１．熱中症対策として
４)各工場の全線停電日は、特に対策をしっかりと行う
こと

日野工場 8月11日

羽村工場 8月12日・13日 2日間

新田工場 8月11日

古河工場 8月12日 部分停電



・自販機が稼働致しませんので、クーラーボック
ス等に飲み物を準備しておきましょう
・水道も止まりますので、仮設トイレに行ってく
ださい



安全衛生協力会からのお願い

２．危険物・有機溶剤は直射日光を避け、
荷台や車内等には放置しない
注意事項＊決められた容器に入れ、風通しのよい

日陰に保管すること



危険物の保管を蓋付きのペール缶に危険物
表示をして保管している好事例がありました。



安全衛生協力会からのお願い

１）現場パトロールは、形骸化しないよう
     しっかり実施する
注意事項
＊工事管理板書類をしっかり確認すること

 工事責任者・作業責任者による工事管
 理板（帳票類）の事前チェックを必ずお
 願いします。



工 事 管 理 板
火事通報
１１９

守衛所通報
日野：042-586-5119
羽村：042-579-0404
新田：0276-56-5604
古河：0280-67-3531

安全な作業は作業の入口である

①工事看板

<ポケット№１>

工事看板

④作業者名簿
⑤資格者一覧表

<ポケット№３>

作業者名簿・資格者一覧表

⑧構内作業要領、私達の安全宣言

<ポケット№７>

②本日の作業(作業指示)

③本日の作業(KYM実施記録)

<ポケット№２>

本日の作業（作業指示・KYM等）

⑥工事連絡会調整結果通達書
⑦その他日野規定の書類
（注文書等の写し・発注者の指示書類）

<ポケット№４>

工事通知書・客先許可証

⑨各先の記録
（ＲＡ評価表/足場計画/ｸﾚｰﾝ計画）

<ポケット№８>

<ポケット№５>元請・元方 <ポケット№６>施工会社



安全衛生協力会からのお願い

１）現場パトロールは、形骸化しないよう
     しっかり実施する

注意事項
＊工事計画兼工事連絡会調整結果通達書
＊注文書 or 仮注文書（Ａ）の掲示
＊作業指示書・ＫＹＭの実施記録は３項目

           以上記載されているか
＊リスクアセスメント記録表が作業指示書の

           急所ポイントなどに反映されているか



点検シール更新について

現在の点検シールは
橙色になります。
有効期限の２０２４年

令和６年を確認して
ください。

始業前点検も忘れず
に！



消火器の点検
安全ピンの封印ステッカー
もチェックしてください



吊り具の点検

ワイヤロープ・ナイロンスリング・チェーンブ
ロック・レバーブロック等の吊り具は、事前に
点検をしてください！



安全衛生協力会からのお願い

「危険物・発電機等」・「クレーン・車両系
建設機械等」持込使用許可事前申請の
徹底をお願いします。
注意事項
＊タッチアップ塗料・発電機の燃料 等
＊申請以上の危険物の持込禁止
＊重機等の始業前点検を実施



安全衛生協力会からのお願い

２）トラック・乗用車・車両系建設機械（高所
作業車等）におけるルール遵守の徹底
注意事項
＊乗り入れ車両・工事車両（高所作業車

       等）は、運転席を離れる際には鍵を抜く
       こと。



安全衛生協力会からのお願い

２）トラック・乗用車・車両系建設機械（高所
作業車等）におけるルール遵守の徹底
＊２ton以上の車両については必ず輪止

       めをすること



連休パトロール重点実施項目

１．工事責任者は巡視の際に作業指示書・
ＫＹＭ実施記録の確認、添削を必ず
行ってください。
（サインをするのが目的ではありません）

２．作業責任者による作業開始前の
電動工具・道具・工具及び機材の
始業前点検を徹底してください。
電動工具の始業前点検が義務化
されています。



工責パトロールの充実

１）何のためにパトロールをするのか？

・いつ（時間）したら良いのか？

２）チェックすべき項目は何か？

・工事管理板書類、道具・工具の確認

・作責の作業指示の確認（ＯＪＴ含む）

・作業の進行状況（状態）

工事責任者の責務



作業者を災害（事故）より守る

１）必要な書類、道・工具は揃っているか？

・前日までに確認する

・作業前に再度確認する

２）作業をする上での有資格者はいるか？

３）作業指示通りに作業者は動いているか？

・不安全状況（状態）はないか？（ＯＪＴ）

作業責任者の責務



工事責任者用

工事管理板確認表



作業責任者用

工事管理板確認表
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